
第1回「再生可能エネルギーと地域の自然環境や歴史・文化的景観等との

調和に関する条例(仮称)」策定検討委員会参考資料

PI 地球温暖化対策推進法の一部を改正する法律案

P3 規制改革

【出典

P5

・行政改革担当大臣直轄チームの取組み

再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース】

他の都道府県の条例制定状況

P6 電気事業法上の工事計画の認可又は届出の範囲

【電気事業法施行規則等より】

P7

概要

【出典

FIT等の取消しに係る関係法令について

環境省】

【県エネルギー政策推進課まとめ】



「2050年までの脱炭素社会の実現」を基本理念として法律に位置付け、政策の予見可能性を向上。
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長期的な方向性を法律に位置付け

脱炭素に向けた取組・投資を促進

^

←'

^

地方創生につながる再エネ導入を促進

ず

地球温暖化対策の国際的枠組みリKリ協定」の冒標や

「205n年力ーポンニユートラル宣言」を基本理念として法に位置村け

.

▼

地球温暖化対策に関する政策の方向性が、法律上に明記されることで、国の政策の継続

性・予見可首副生が高まるとともに、国民、地方公共団体、事業者などは、より確信を

持って、地球温暖化対策の目所且やイノペーションを加速できるようになります。

関係者を規定する条文の先頭に「国民」を位置づけるという前例のない規定とし、カー

ボンニユートラルの実現には、国民の理解や協力が大前提であることを明示します。

鰻SG投資にもつながる

企業の排出量情報のオーブンデータ化

.
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^

地域の求める方針(環境配慮・地域貢献などに適合する再エネ活用事業を

市町村が認定する制度の導入により、円滑な合意形成を促進

^

. 地域の脱炭素化を目指す市町村から、環境の保全や地域の発展に資すると認定された再

エネ活用事業に対しては、関係する行政手続のワンストップ化などの特例を導入します。

これにより、地域課題の解決に貢献する再エネ活用事業については、市町村の積極的な

関与の下、地域内での円滑な合意形成を図りやすくなる基盤が整います。

@

企業からの温室効果ガス排出量報告を原則デジタル化

開示請求を不要にし、公表までの期間を現在の「2年」から「1年未満」ヘ

. 政府として行政手続のデジタル化に取り組む中、本制度についてもデジタル化を進める

ことによゆ、報告する側とデータを使う側双方の利イ更性向上が図られます。

開示請求を不要とし、速やかに公表できるようにすることで、企業の排出量情報がより

広く活用されやすくなるため、企業の脱炭素経営の更なる実践を促す基盤が整います。
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昨年秋に宣言された2050年力ーボンニユートラルを基本理念として法に明確は位置付けるの

に加え、その実現に向けた具体的な方策として、地域の再エネを活用した脱炭素化の取組や、

企業の排出量情報のデジタjWヒ・オーブンデータ化を推進する仕組み等を措置するものです。
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0 昨年、我が国はノ(リ協定1こ定める目標(=世界全体の気温上昇を2゜Cより十分下回るよう、更に1'5゜C

までに制限する努力を%嚇売)等を踏まえ、 2050年力ーボンニユートラルを宣言した。

【地域】
自治体の「ゼロカーボンシティ」宣言の実現等に向け、

自治体が中心となり、円滑な地域合意を図り、地域の再

エネ資源等を地域の課題解決にも貢献する形で利用して

いく環境整備が必要(地域トラブル事例の減少にも資する)
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1,パリ協定02050年力ーポンニユートヲル宣言等を踏まえた基本理念の新設

●バリ協定{こ定める目標を踏まえ、 2050年までの脱炭素社会の実現、環境・経済・社会の統合的向上、

国民を始めとした関係者の密接な連携等を、地球温暖化対策を推進する上での基本理念として規定。

●これにより、政策の方向性や%麟売性を明確に示すことで、あらゆる主体(国民、地方公共団体、事業

者等)に対し予見可能性を与え、取組やイノベーションを促進。

2,地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設

●地方公共団体が定める地球温暖化対策の実行計画に、施策の実施に関する目標を追加するとともに、

市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業(地域脱炭索化促進事業)に係る促進区

域や環境配慮、地域貢献に関する方針等を定めるよう努めることとする。

●市町村から、実行計画に適合していること等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に記載された

事業については、関係法令の手続ワンストツプ化等の特例※を受けられることとする。
※自然公園法・温泉法・廃棄物処理法・農地法・森林法・河川法の関係手続のワンストップサーピス

※事業計画の立案段階における環境影響評価法の手続晒e慮書)の省略

●これにより、地域における円滑な合意形成を図り、その地域の課題解決にも貢献する地域の再エネを

活用した脱炭素化の取組を推進。

3.脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オーブンデータ化の推進等

●企業の排出量に係る算定報告公表制度について、電子システムによる報告を原則化するとともに、開

示請求の手続なしで公表される仕組みとする。

※法改正と併せ、報告者・情報利用者の双方にとって利イ更性の高いシステムの構築も推進する。

●また、地域地球温暖化防止活動推進センターの事務として、事業者向けの啓発・広報活動を追加する。

●これにより、企業の排出量等情報のより迅速かつ透明性の高い形での見える化を実現するとともに、

地域企業を支援し、我が国企業の一層の取組を促進。
<改正法の施行期日:1.公布の日/2.3.公布の日から 1年以内で政令で定める日>
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【企業】
脱炭素経営に取り組む日本企業を後押しす

るため、こうした企業の取組が投資家等か

ら適切に評価される環境整備が必要
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脱炭素経営の取組の例
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区1一亙^規制改革・行政改革担当大臣直轄チームの取組
2050年力ーボンニュートラルの実現に向けた、再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検の取組

農山漁村地域における再生可能エネル
ギーの導入目標の設定

0 2050年力ーボンニュートラルに向

けた農山漁村地域における再生可能

エネルギーの導入目標を策定する。
その際に、森林分野の導入目標も合
わせて示す。【エネルギー基本計画
の策定を待って検討・結論・措置】

立地制約の解消:農地

荒廃農地上の営農型発電の要件緩和

0 荒廃農地を活用する場合に、一時

転用の許可基準である単収8割以上

の確保が困難であるため、荒廃農地
上で実施する営農型発電設備の導入
に際しては、単収8割要件は求めな

いこととし、発電設備の下部が適正

かつ効率的に利用されているかどう
かによって判断する。【措置済み】

9D

農振除外や農地転用等の手続迅速化

0 関係機関の連携による複数手続
(例:農振除外と農地転用)の同時

並行処理の徹底等を通知で周知する。

【措置済み】

営農型発電設備における一時転用期間
更新の考え方の明確化

0 金融機関からの資金調達をより容
易にするために、営農型発電におけ

る一時転用期間に関して、発電設備
の下部の農地の営農等に支障が生じ
ない限り、再許可による期間更新か

なされる仕組みである旨を通知で明

確化し、周知する。【措置済み】

再生利用困難な荒廃農地の"非農地"判断
の迅速化

0 農業委員会が再生利用困難な荒廃農
地(非農地)と判断した場合には、
の旨を所有者、市町村、法務局等の関

係機関に対して通知し、通知を受けた

市町村長が職権で一括して法務局に地

目変更の申出を行うよう通知を発出す
【措置済み】る。

立地制約の解消

所有者不明土地特措法における対象の拡大

0 同法の対象事業(地域福利増進事業:使用権設定)の範囲を、出力1,oookW以上等の要件を満たす再エネ設備だけではなく、出力1,oookW未満の
設備にも拡大する措置について、同事業が地域の福祉や利便の増進に寄与する事業を対象としている趣旨を十分に踏まえつつ、有識者や地方公共団
体などの意見を伺いながら令和4年の同法施行3年経過の制度見直しに向けて検討する。【令和4年の制度見直しを目指して令和3年検討・結論】

林野行政における再エネの位置付けの明確化

0 再生可能エネルギー利用促進に取り組む考え方につ

いて、次期の「森林・林業基本計画」において明確化
し、同計画の趣旨や具体的な取組について下記マニュ
アル等により森林管理局や都道府県に対して指導を徹
底し、森林の公益的機能の発揮と調和する再生可能工

ネルギーの利用促進を図る。 【令和3年上期措置】

再生利用可能な荒廃農地の活用に向け

た要件緩和

0 農山漁村再エネ法伸云用許可の例
外を規定)の対象となる再生可能な
荒廃農地の3条件(①生産条件が不
利、②相当期問不耕作、③耕作者を
確保することができず、今後耕作の
見込みなし)を③のみに要件緩和す

【令和3年7月措置】る。

气

立地制約の解消:森林

「所有者不明土地」

国有林野の貸付け等に係る手続の迅速化、透明化

0 簡素化可能な書類や他の手続と共用可能な書類を精
査・検討し、再エネ特化の詳細なマニュアルを作成

0 緑の回廊については、事伊ル踏まえつつ、再生可能

エネルギー施設の設置等に係る基準を明確化・公表

【令和3年上期(第一案)、令和3年度上期(取りまとめ版)】

゛

イ

保安林の解除事務の見える化を通じた迅速化、簡素化

0 風力発電や地熱発電の保安林解除の事例を業界団体

の協力を得つつ分析・整理し、手続の流れ・必要書類

等を記した再エネ特化のマニュアルを作成・周知する。
【令和3年上期(第一案)、令和3年度上期(取りまとめ版)】

0 保安林制度に関する通知類やマニュアル等を掲載す

る「保安林ポータル(仮称)」を新たにHP上に開設す
【令和3年上期措置】る。

保安林解除・許可基準の解釈りテラシー向上等

0 作業許可基準の取扱い(例:発電所建設用アクセス
道路の「森林の施業・管理に必要な施設」への該当、
作業許可期間の延長、作業許可の面積等の解釈)を

【令和3年上期措置】体的に整理・周知する。
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自然公園を中心とした地熱発電の導入目標の策定

0 環境省は、新たな2030年の温室効果ガス削減目標の達成や2050年力ー
ボンニュートラルに向け、各種課題の克服を前提としつつ、経済産業省
の協力も得て、自然公園を中心とした地熱発電の導入目標を策定する。

【順次検討・結論・措置】

0 地熱開発の加速化のために、環境省自らが率先して行動することを定
めたル也熱開発加速化プラン」を進める。 2030年までに、 10年以上と
される地熱発電のりードタイムを自然公園内の案件開発の加速化で2年

程度短縮し、晨短で8年程度を目指すとともに、 60超の地熱施設数を

【順次措置】全国で倍増することを目指す。

自然公園における許可基準や審査要件の明確化

0 自然公園内における地熱発電等の許可基準及び審査要件(どのような
立地や設計であれぱ容認するかの考え方や工夫)の明確化について、専
門家や事業者団体等の意見を踏まえて検討し、結果を通知等に反映する。

【令和3年度上期検討・結論・措置】"謡

立地制約の解消

温泉法による都道府県における離隔距離規制や本数制限等の撤廃

0 温泉法による大深度の傾斜掘削に対する離隔距離規制や本数制限等について、まずは都道府県の規制について科学的根拠のない場合の撤廃も含め
【令和3年上期措置】た点検を求めるとともに、都道府県の規制内容及びその科学的根拠の公開を行うよう通知等にて周知する。

0 更に、都道府県等の意見聴取、実態把握、有識者による検討を経て、離隔距離規制や本数制限等についての科学的な知見を踏まえた考え方や方向
【令和3年度上期検討・結論・措置】性について結論を得て、「温泉資源の保護に関するガイドライン(地熱発電関係)」にも反映する。

「自然公園法・温泉法」

風力発電の環境影響評価手続の対象事業規模要件の見直し等

0 環境影響評価法の対象となる第一種事業の風力発電所の規模に関し、
最新の知見に基づき、他の法対象事業との公平性の観点から検討した

結果、「1万kW以上」から「5万kW以上」に引き上げる措置を講ずる。
【順次措置】

0 立地に応じ地域の環境特性を踏まえた、効果的・効率的なアセスメ

ントに係る制度的対応のあり方について迅速に検討・結論を得る。

【令和3年上半期には具体的な検討を開始、令和4年度結論】

自然公園内の地熱発電の取扱いに関する「基本的な考え方」の転換

0 「国立・国定公園内における地熱開発の取扱いについて(平成27
年10月2日環境省自然環境局長通知)」における、第2種・第3
種特別地域で「地熱開発は原則としては認めない」という記載につ
いて、優良事例を積極的に容認しつつ、地熱開発の加速化に貢献し
ていくという趣旨が明確になるよう基本的な考え方の整理について

【令和3年度上期検討・結論・措置】検討し、措置する。

地熱資源等の適切な管理に関する新制度の検討

0 2050年力ーポンニュートラル実現に向けて、有限な温泉辻也熱資源

の適切な管理に関する新たな制度に関して、現状把握した上で検討する。

【令和3年度上期に現状把握した上で論点を整理、必要に応じて環境
省・経済産業省合伺で検討会を設置し検討】

立地制約の解消 「環境アセス」

&

ゴルフ場等の開発済み土地における太陽光発電等の推進に向けた環境影
響評価手続の明確化

0 現行制度上でも、環境影響の評価を行う項目は、事業特性・地域特

性に応じて事業者自ら選定することが可能であり、手続きの簡素化を

図ることができるが、このようなメリハリのある環境影響評価を進め

るために、太陽光発電に関するメリハリのある環境影響評価に係る

「ガイドライン」を公表する。 【令和3年上期措置】
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◎都道府県で再エネ発電施設を規制する条例を制定しているのは下記の3県(和歌山、岡山、兵庫)
※現在、山梨県が条例策定(議会提案)中

4

対象

和歌山県

和歌山県太陽光発電事業の

実施に関する条例

^

俄 区域の

制約

太陽光(50kW以上)

課して

いる

手続き

知事の事業認定

※あらかじめ県・市町村と協議を実施する

とともに、事業計画の案について地元自

治会に説明が必要

罰則等

岡山県

岡山県太陽光発電施設の

安全な導入を促進する条例

(認定を受けず事業を実施した場合)

手続きの実施の勧告、命令

氏名等の公表

太陽光

(設置禁止区域

(設置に適さない区域

「設置禁止区域」

・土砂災害の発生する恐れが特に高い区域

その他

【認定基準】

・防災上の観点

・設備の安全

・1累境への影響

・景観との調和

・行政計画との適合性

「設置に適さない区域」

・土砂災害の発生する恐れが高い区域

全て)

50kW以上)

※上記区域に例外的に設置する場合には、知

事による許可等が必要

兵庫県

太陽光発電施設等と地域環境との

調和に関する条例

(許可に付した条件に違反した場合)

許可の取消し、施設の撤去等の命令

住所、氏名等の公表

【主な努力義務】

・地域住民との適切なコミュニケーション

・適切な土地の選定、開発計画の策定、設計

及び施工

・防災、安全、環境保全、景観保全等に関す

る対策の実施確認や近隣への配慮

太陽光(5,ooon1以上)

風力(1,50okW以上)

工事着手の60日前までに事業計画の届出

※事業計画の届出前に近隣関係者への説明が

必要

【参考】山梨県

山梨県太陽光発電施設の適正な設置

及び維持管理関する条例(仮称)

(不届出、虚偽届出等の場合)

5万円以下の割金

「設置規制区域」

・森林の伐採を伴う区域

・土砂災害が発生している、又は発生す

るおそれが高い区域

・土砂災害等により、施設が損壊するお

それが高い区域

【設置等に関する基準】

・景観との調和及び緑地の保全に関する

事項

・防災上の措置に関する事項

・安全性の確保に関する事項

・廃止後において行う措置に関する事項

太陽光(10kW以上)

上記区域に設置しようとする場合、知事

の設置許可

※上記区域以外に設置する場合でも、

あらかじめ設置届が必要

(許可を受けず設置した場合等)

・5万円以下の過料

【許可基準】

・土砂の流出又は崩壊その他の災害、水

害を発生させるおそれがないこと等

・関係法令等の規定に違反しないこと

・関係市町村長の意見を聴き、その意見

を尊重

Ξ
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電気事業法上の工事計画の認可又は届出の範囲(電気事業法施行規則等より)

発電所の種類

①水力発電所

認可を要するもの

※網掛けは条例策定に当たり参考とした出力規模

②汽力発電所

※バイオマス、地熱発電

水力発電所(小型のもの又は特定の施設

内に設置されるものであって別に告示す

るものを除く。)の設置

※小型のものは、出力20ok肝未満のもの

で、最大水量111t/S 未満のダムのない

設備

※特定の施設内に設置される水力発電

設備は次のもの

上下水道施設等の落差を利用する水力

発電設備が事業所の敷地内に設置され、

かつ、敷地外に電気工作物と連系されて

いないものでダム、水路のないもの

事前届出を要するもの

③ガスタービン発電所

④内燃力発電所

⑤②、③、④以外の火力発

電所

⑥ 2つ以上の原動力を有

する火力発電所

⑦燃料電池発電所

火力発電所であって汽力を原動力とする

もの(小型の汽力を原動力とするもので

あって別に告示するものを除く。)の設置

※別に告示されるものは、出力が 30okw

未満で、かつ、最高使用圧力が2Mpa 未

満等の汽力発電設備で、かつ、次の要件

を満たすもの

最高使用温度が2舶で未満等

⑧風力発電所

⑨太陽電池発電所

①~⑨以外の発電所(波力

発電等の特殊な発電所)

出力 1, oookW 以上

出力 10, oookW以上

すべての火力発電所

すべての火力発電所

出力 20kW以上の発電所

出力 50okW以上

出力 50okW以上

出力 2, oookW 以上(50okW 以上 2, oookw

未満は使用前自己確認制度の対象)

6



【電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法】(抜粋)

(再生可能エネルギー発電事業計画の認定)

第九条自らが維持し、及び運用する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネ

ルギー電気を特定契約により電気事業者に対し供給する事業(以下「再生可能エネルギー発電事業」

という。)を行おうとする者は、再生可能エネルギー発電設備ごとに、経済産業省令で定めるところ

により、再生可能エネルギー発電事業の実施に関する計画(以下「再生可能エネルギー発電事業計画」

という。)を作成し、経済産業大臣の認定を申請することができる。

FIT等の取消しに係る関係法令について

3 経済産業大臣はし、第一項の規定による申請があった場合におし、、て、その申請に係る再生可能エネ

ルギー発電事業計画が次の、各号のい、ずれにも適合するものであると認めるときは、、その認定をする

ものとする。

一再生可能エネルギー発電事業の内容が、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギ

一電気の利用の促進に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

二再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三再生可能エネルギー発電設備が、安定的かっ効率的に再生可能エネルメ¥一電気を発電すること
が可能であると見込まれるものとして経済産業省令で定める基準に適合t名こと。

1【電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法力i"規貝嘱(抜粋) 1
1(認定基準)' 1

第五条法第九条第三項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のしおりとする。
十四当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに'たって、関係法令 (条例を含む。

次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守/るものであること。

2 法第九条第三項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のしおりとする。
当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備についt、当該設備に関する法令(条例を含

む。)の規定を遵守していること。

一

第五条の二法第九条第三項第二号に規定する再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施さ

れると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。

当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係

法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること。

7

(認定の取消し)

第十五条、経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第九条第三項の認定を

取り消すことができるi

認定事業者が認定計画に従って再生可能エネルギー発電事業を行っていないとき。

認定計画が第九条第三項第一号から第四号までのいずれかに適合しなくなったとき。

認定事業者が第十三条の規定による命令に違反したとき。

<考察>

不認定の場合でも事業を進めた場合には、上記法令の「関係法令(条例を含む。)の規定を遵守」

していないこととなるため、FΠ等の取消し要件となり得るものと思料

三
三
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